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あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 Ｑ＆Ａ（2026 年度版） 

令和８年５月 愛知県環境局 
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動・学習は対象事業になるか？ 

Ｑ１－４ 都市公園等、公共施設内の森や緑を対象とした活動は対象事業になるか？ 
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の維持・運営費とみなされ、交付対象経費と認められないのか？ 
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Ｑ３－12 資料やチラシの印刷に要する用紙代やインク代は、「③消耗品・資材・用

具等の購入・借上・維持修繕費」と「⑤広報・印刷費」とのどちらの項目に
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Ｑ３－13 企画提案事業を行うため、新たに用具を購入せずに既所有の用具を使用し

たり、元々当団体が借用しているビルの一室を企画提案事業打合せに使用し

たりした場合、その経費を交付対象経費に計上できないか？ 

Ｑ３－14 物品等の購入により、店舗での商品等の購入や値引きが可能なポイントが

与えられるケースがあるが、このポイントの取扱いをどうしたらよいか？ 
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Ｑ３－18 書籍の購入は認められるか？ 

Ｑ３－19 宿泊代は認められるか？ 

Ｑ３－20 簡易工事費の“簡易”とは、具体的にはどのような基準か？  

Ｑ３－21 事業実施により収入が生じた場合の取扱はどうするのか？ 

Ｑ３－22 企画提案事業の実施に必要な資金を得るため、金融機関等から融資を受け

た場合、その利息は交付対象経費に該当するのか？ 

Ｑ３－23 支払に伴う振り込み手数料は交付対象経費に該当するか？ 

Ｑ３－24 外部講師の旅費について、新幹線の指定席やグリーン車の料金は交付対象

経費として認められるか？ 

Ｑ３－25 イベント等への参加者の交通費は交付対象経費として認められるか？ 

Ｑ３－26 有料道路の通行料金は交付対象経費として認められるか？ 

Ｑ３－27 交付申請書や実績報告書作成にかかる印刷費や郵送費は交付対象経費に

該当するか？ 

Ｑ３－28  有料の施設への入場料等は交付対象となるか？ 

Ｑ３－29 団体活動の広報機能としてのホームページを作成し、活動状況を更新する

費用を計上することは認められるか？  

Ｑ３－30 複数の交付金事業者にまたがる構成員がいる場合、留意すべきことはある

か？ 

Ｑ３－31 交付金事業者となる要件として、交付金事業者が自主的かつ主体的に取り

組むこと（あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業実施要領第５の１

（５））と掲げられているが、「交付金事業者が自主的かつ主体的に取り組む」

に当たり留意すべきことはあるか？  
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４ 応募方法に関する事項 

Ｑ４－１ 任意団体でも申請することは可能か？ 

Ｑ４－２ 県立や国立の団体が申請することは可能か？ 

Ｑ４－３ 学校法人が申請することは可能か？ 

Ｑ４－４ 事業区分が異なる複数（２件）の事業を応募する場合、応募書類は複数（別

個）で提出するのか、１通に複数事業をまとめて提出するのか？ 

 

５ 採択に関する事項 

Ｑ５－１ 多くの提案から、どのような考え方で事業が選定されるのか？ 

Ｑ５－２ 採択に当たって、新規・継続の別や団体の種別、あるいは同一市内で複数

採択しないなどの考慮がされるのか？ 

 

６ 手続に関する事項 

Ｑ６－１ いつから事業着手できるのか？ 

Ｑ６－２ そもそも「事業着手」とは何を指すのか？ 

Ｑ６－３ 「交付対象事業の完了の日」とはいつを指すのか？ 

Ｑ６－４ 実績報告書に添付する「活動状況」は、全ての活動日について記載するの

か？ 

Ｑ６－５ 決算額が交付決定額を下回る場合、変更承認申請は必要か？ 

Ｑ６－６ 変更承認申請をする場合は、どうすればよいか？ 

Ｑ６－７ 実施要領第６第２項において「弾力的運用に伴う事業内容の変更」とは、

「交付要綱別表の「交付対象経費」欄に掲げる経費の配分の変更」とある。

交付金事業者において、事業内容の変更が交付決定額に影響がなく、交付対

象経費の配分の変更にとどまるものと判断すれば、変更申請は不要であると

考えてよいか？ 

Ｑ６－８ 交付要綱第６の変更は、申請すれば全て承認されるのか？ 
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１ 対象事業に関する事項 

Ｑ１－１ 清掃活動は対象事業になるか？ 

Ａ１－１ 森や緑の保全・育成あるいは環境学習に関連する清掃活動であれば対象事

業となる。単に清掃自体を目的とした活動は対象事業とはならない。 

 

Ｑ１－２ 壁面緑化は対象事業になるか？ 

Ａ１－２ 環境学習の手段として壁面緑化を行うのであれば対象事業となる。 

 

Ｑ１－３ 木曽川の水源である長野県で環境学習を実施するなど、他県での環境活

動・学習は対象事業になるか？ 

Ａ１－３ あいち森と緑づくり事業は、県内の森や緑の保全を目的としたものである

ことから、本事業に係る環境保全活動、環境学習及びこれに関連する調査、

視察等についても県内に限られる。 

 

Ｑ１－４ 都市公園等、公共施設内の森や緑を対象とした活動は対象事業になるか？ 

Ａ１－４ ＮＰＯ等の自主的な活動であれば対象事業となる。ただし、公有地で活動

する場合は、「あいち森と緑づくり 県民参加緑づくり事業」（他局所管）の

対象事業とならないことが前提となる。 

 

Ｑ１－５ ホタルなど特定の動植物を対象とした活動は対象事業になるか？ 

Ａ１－５ 地域の生物多様性保全や環境学習に関連する活動であれば対象事業とな

る。単に当該動植物の増殖や鑑賞、地域振興等を目的とした活動は対象事業

とならない。 

 

Ｑ１－６ 米づくりなど、農業関連の活動は対象事業になるか？ 

Ａ１－６ 水田ビオトープを作るなど、森と緑の環境活動・学習を行う手段として農

業関連の活動を行う場合は対象事業となる。単なる農作業や体験としての米

作り等の活動は対象事業とならない。 

 

２ 交付限度額等に関する事項 

Ｑ２－１ 交付率 10 分の 10 以内とは、どういう意味か？交付対象経費に該当する経

費が全額交付されるのか？ 

Ａ２－１ 交付対象経費について、交付限度額の範囲内で 10 分の 10 交付することが

可能であるという趣旨である。審査・査定の結果、減額となる場合や予算の

範囲内で交付することから、交付額が当初提案の交付対象経費の 10 分の 10

に満たない額となる場合がある。 

 

質問と回答 
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Ｑ２－２ 交付金上限額が 80 万円になるのはどのような場合か？ 

Ａ２－２ 前年度に本交付金を交付された団体が、本年度も交付される場合である。

事業内容に変更があっても同一団体での申請・採択は「継続」となり、上限

額は 80 万円になる。 

 

Ｑ２－３ 交付金上限額が 70 万円になるのはどのような場合か？ 

Ａ２－３ 本交付金を５年間連続して交付された団体が、引き続き６年目に交付され

る場合である。 

 

Ｑ２－４ 一度交付金を交付された団体が、１年以上あけて採択される場合、交付金

の上限はいくらか？ 

Ａ２－４ 上限は 110 万円である。 

 

３ 交付対象経費に関する事項 

Ｑ３－１ 活動のための交通費、ガソリン代等の車両の燃料費、駐車場代について、

交付対象経費として認められない場合はあるのか？ 

Ａ３－１ 活動のための交通費は、最も経済的及び合理的な経路・手段に必要な額で

ある。例えば、活動の前・後及び途中において活動と関係のない部分や著し

く不合理な経路、また活動日以外に係る交通費等は対象経費とならない。 

      

Ｑ３－２ ガソリン代等の車両の燃料費はどのように算出するのか？  

Ａ３－２ 自家用車を使用した際のガソリン代等の燃料費は、県の旅費規程に準じ、

移動距離１km あたり 25 円で算出する（１㎞未満の端数は四捨五入）。領収

書に代わり、「交通費支払簿」（実施要領別記様式２№６）に出発地、移動先

等必要事項を記載し、受領者押印のうえ提出する。 

なお、車両等借上げ時の給油等の代金については、その行程全てが当該事

業での利用である場合のみ、ガソリンスタンド等の領収書の提出でも認めら

れる。 

 

Ｑ３－３ 人件費は認められないのか？ 

Ａ３－３ 本事業はボランティア団体等の自発的な活動を支援するものであり、制度

創設当時から人件費は対象経費としていない。 

講師や技術指導者など外部の専門家への報酬は謝金として、また、専門的

作業従事者（業者）への支払いは「その他経費（簡易工事費）」として対象

経費としているが、この場合は、外部の専門家（専門的作業従事者）等であ

ることを示す書類の添付が必要である。 
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Ｑ３－４ 会員への支払いは認められないのか？ 

Ａ３－４ 交通費を除き、会員への支払いは事業の対象経費としていない。例えば、

会員が所有する機材等に対する借上料・損料、会員に対する講師謝金等は対

象経費とならない。 

 

Ｑ３－５ 外部補助員（アルバイト）への謝礼は交付対象経費に該当するか？ 

Ａ３－５ イベント開催時や資材運搬に係る外部補助員（アルバイト等）は、人件費

とみなし、事業の対象とならない。 

 

Ｑ３－６ 講師等への謝金に代えて御礼の品物を渡したいが、交付対象経費として認

められるか？ 

Ａ３－６ 謝金を支払うこと。謝金を辞退された代わりに品物を渡すことは、交付金

要綱別表備考１（２）の交際費及び接待費に該当するため、対象経費となら

ない。 

 

Ｑ３－７ 高額な用具等を購入できるのか？ 

Ａ３－７ 単価が 10万円を超える用具、用品又は機器類（以下「用具等」という。）は

借上費を対象としており（交付要綱別表備考２を参照）、原則として、購入費

は対象経費とならない。 

 

Ｑ３－８ 交付対象経費「③消耗品・資材・用具等の購入・借上・維持修繕費」のう

ち、購入の交付対象に上限はあるのか？ 

Ａ３－８ 「③消耗品・資材・用具等の購入・借上・維持修繕費」のうち、購入に係

る交付対象は、合計 35 万円を上限としている（「４ 太陽・自然の恵み学習

事業」のうち、緑の生育を通じて実施する事業については、この限りでない。）。 

 

Ｑ３－９ 品物を購入する際、レジ袋は交付対象となるか？ 

Ａ３－９ 交付対象になる。ただし、プラスチックごみ減量化の観点から、マイバッ

グを使用することが望ましい。 

 

Ｑ３－10 用具等の借上げについて、留意すべき点はあるか？ 

Ａ３－10 価格の妥当性・客観性の確認のため、実績報告の際、領収書に加え、料金

表、相見積もり（領収書業者以外の者の見積書）又は借上げに当たって調査

した資料（インターネット情報のプリントアウト等）など、価格の参考とな

る資料の添付を要する。なお、当該資料では妥当性・客観性を確認できない

場合、追加の資料提出を求める場合がある。また、確認できない場合、対象

経費と認めない場合がある。 
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Ｑ３－11 交付金申請団体自身が発行している定期刊行物に、今回の企画提案事業に

関する記事（募集、実施結果など）を掲載したいが、この経費は団体の通常

の維持・運営費とみなされ、交付対象経費と認められないのか？ 

Ａ３－11 企画提案事業に関する記事を定期刊行物の号外版として作成するなど、企

画提案事業のために費用が別途発生し、その費用が通常費用と明確に区分で

きる場合に限り、対象経費となる。 

 

Ｑ３－12 資料やチラシの印刷に要する用紙代やインク代は、「③消耗品・資材・用

具等の購入・借上・維持修繕費」と「⑤広報・印刷費」とのどちらの項目に

計上するのか？  

Ａ３－12 「⑤広報・印刷費」に計上すること。 

 

Ｑ３－13 企画提案事業を行うため、新たに用具を購入せずに既所有の用具を使用し

たり、元々当団体が借用しているビルの一室を企画提案事業打合せに使用し

たりした場合、その経費を交付対象経費に計上できないか？ 

Ａ３－13 これらの経費は元々、団体の維持、運営、活動に必要な費用であり、対象

経費とはならない。 

当該交付金は、団体の自主的な活動を支援するため、企画提案事業を実施

する際に特段の費用負担が発生する場合にその経費の一部を補助すること

が目的であり、企画提案事業の実施に必要な全ての経費を賄うものではない。 

 

Ｑ３－14 物品等の購入により、店舗での商品等の購入や値引きが可能なポイントが

与えられるケースがあるが、このポイントの取扱いをどうしたらよいか？ 

Ａ３－14 領収書に記載されたポイントの合計が 1,000 円相当額を超える場合、県担

当者がポイントの用途を確認する。このポイントは、企画提案事業の趣旨に

沿った環境活動・学習に使用すること。 

なお、これらの用途での使用が難しい場合は、得られたポイント相当額は

対象経費から除外する。 

 

Ｑ３－15 通信費（電話、FAX、インターネット等）は交付対象経費として認められ

ないのか？ 

Ａ３－15 これらの経費は、企画提案事業の実施のために使われたのかどうか、判別

が難しいため、対象経費とならない。 

 

Ｑ３－16 年単位の保険に１年間加入し、事業完了後の活動日が保険対象に含まれて

いる場合、当該保険料は交付対象となるのか？ 

Ａ３－16 当該年度の事業完了日（最長で１月 31 日）までに係る保険料が交付対象

となる。したがって、年単位の保険に加入した場合は、交付決定日（早期着
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手の場合は承認日）以降の最初の活動日から最後の活動日までの日割り計算

をした保険料が対象経費となる。 

 

Ｑ３－17 資材運搬費には、どのような経費が該当するのか？ 

Ａ３－17 郵送料や宅配料のほか、イベント実施時に大型資材をトラック等で運搬す

る際の経費である。 

 

Ｑ３－18 書籍の購入は認められるか？ 

Ａ３－18 企画提案事業に使用するものであれば認められる。 

 

Ｑ３－19 宿泊代は認められるか？ 

Ａ３－19 認められない。  

 

Ｑ３－20 簡易工事費の“簡易”とは、具体的にはどのような基準か？  

Ａ３－20 企画提案事業を実施するため、補足的に必要となる工事を指す。なお、工

事費、委託料は交付金事業者が第三者に外注して実施した場合に要する費用

を指す。 

例）竹林伐採に係る大型の石の撤去、緑のカーテンに必要な配管の設置 

 

Ｑ３－21 事業実施により収入が生じた場合の取扱はどうするのか？ 

Ａ３－21 原則、当該事業の交付対象経費に充てるものとする。 

 

Ｑ３－22 企画提案事業の実施に必要な資金を得るため、金融機関等から融資を受け

た場合、その利息は交付対象経費に該当するのか？ 

Ａ３－22 認められない。利息については、自己負担となる。 

 

Ｑ３－23  支払に伴う振り込み手数料は交付対象経費に該当するか？ 

Ａ３－23 該当する。なお、「⑧その他事業活動に必要と認められる経費」の項目に

計上すること。 

 

Ｑ３－24 外部講師の旅費について、新幹線の指定席やグリーン車の料金は交付対象

経費として認められるか？ 

Ａ３－24 特急列車等の指定席料金は対象経費として認めるが、グリーン車利用は認

められない。 

 

Ｑ３－25 イベント等への参加者の交通費は交付対象経費として認められるか？ 

Ａ３－25 運営スタッフとして活動する団体構成員や、外部から招へいした講師等の

交通費は対象経費となる。団体構成員以外の参加者（ボランティアの方、団
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体構成員以外の当日運営スタッフ等）や、団体構成員であっても一般参加者

として参加した方については、交通費は認められない。また、実績報告書提

出時には、構成員名簿等の団体の構成員であることが分かる書類を交通費支

払簿と併せて提出する必要がある。 

 

Ｑ３－26 有料道路の通行料金は交付対象経費として認められるか？ 

Ａ３－26 相当程度の移動時間短縮ができるなど、最も合理的な経路として有料道路

を利用する場合は交付対象となる。ただし、領収書等の提出を要する。 

 

Ｑ３－27 交付申請書や実績報告書作成等の事務的書類にかかる用紙代、インク代、

印刷費や郵送費は交付対象経費に該当するか？ 

Ａ３－27 該当しない。 

 

Ｑ３－28 有料の施設への入場料等は交付対象となるか。 

Ａ３－28 企画提案事業に必要であると認められる場合であって、運営スタッフとし

て活動する団体構成員や講師等の入場料等に限り「⑧その他事業活動に必要

と認められる経費」にあたり、対象経費となる。 

 

Ｑ３－29 団体活動の広報機能としてのホームページを作成し、活動状況を更新する

費用を計上することは認められるか？  

Ａ３－29 団体活動の広報機能としてのホームページを専門業者等に委託して作成

する場合は、工事費や委託料に準じて「⑧その他事業活動に必要と認められ

る経費」に計上することができる。また、活動状況を広報するためにホーム

ページ更新作業の代行費用を計上する場合は広報機能の強化として、「⑤広

報・印刷費」へ計上することができる。 

 ただし、上記の場合においても、当該ホームページは原則として会員によ

り無料で運営されるものであることに留意し、包括的なホームページの運営

委託はできず、事業内容の広報機能の強化として必要最低限の範囲に限定す

ること。 

 

Ｑ３－30 複数の交付金事業者にまたがる構成員がいる場合、留意すべきことはある

か？  

Ａ３－30 例えば、これら複数の団体が同日、同所（近傍地を含む。）で事業を実施

する場合、実質同一団体であるにもかかわらず、一団体の上限を超える交付

金を受給できることにもなりかねない。よって、事業が同一の者により運営

され、参加者が同一であるなど、別々の団体の別々の事業ではなく、同一団

体による事業であると捉えられかねない態様のものは、いずれか一団体の交

付対象事業として計上していただくこととなる。例示した場合に限らず、判
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断に迷うものについては、個別に判断する必要があるため、事前に事業担当

課に相談していただきたい。   

 

Ｑ３－31 交付対象事業の要件として、交付金事業者が自主的かつ主体的に取り組む

こと（あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業実施要領第５の１（５））

が掲げられているが、「交付金事業者が自主的かつ主体的に取り組む」に当

たり留意すべきことはあるか？  

Ａ３－31 交付金事業者は、その活動を自ら企画・実施すべきものであり、事業活動

の大部分を外部に委託している、事業の集客を完全に他者に委ねている、活

動時に自団体の名称を明示していない等の態様は「自主的かつ主体的」な取

組とは言えない。 

また、実施要領第２の第１号により、交付金事業者は、団体構成員自ら活

動を行う５人以上の団体であるものとしている。よって、「交付金事業者」

が「取り組む」ものと言えるためには、実施計画書及び実績報告書に計上す

る各事業（行事）が、複数の団体構成員がそれぞれ役割を担って活動を行う

ものであることが求められる。 

 

４ 応募方法に関する事項 

Ｑ４－１ 任意団体でも申請することは可能か？ 

Ａ４－１ 実施要領第２「交付金事業者の要件」を満たす団体であれば、申請できる。 

 

Ｑ４－２ 県立や国立の団体が申請することは可能か？ 

Ａ４－２ 県の財源を県事業に充当することになるので、県立の機関は申請できない。 

また、県の財源を国事業に充当することは不適当であることから、国立の

機関は申請できないものとする。 

 

Ｑ４－３ 学校法人が申請することは可能か？ 

Ｑ４－３ 申請できる。原則、学校法人及び理事長の名義で申請すること（学校名及

び学長の名義で申請する場合であって、申請や交付金受領等の権限が学長に

付与されていない場合は、学校法人及び理事長名義の委任状を添付するこ

と）。 

 

Ｑ４－４ 事業区分が異なる複数（２件）の事業を応募する場合、応募書類は複数（別

個）で提出するのか、１通に複数事業をまとめて提出するのか？ 

Ａ４－４ 応募書類については、審査を円滑に行う観点から、別個に提出すること。

ただし、複数事業であっても１団体当たりの上限額は 110 万円である。 

なお、採択後に提出する書類（交付申請書など）に関しては、交付要綱に

係る書類については複数事業分を１通にまとめて提出すること。 
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５ 採択に関する事項 

Ｑ５－１ 多くの提案から、どのような考え方で事業が選定されるのか？ 

Ａ５－１ それぞれの提案内容を、①事業の趣旨、②効果、③今後の展開、④創意工

夫・地域性、⑤実現可能性、⑥その他の基準に従って評価し、上位から順に

採択する。 
なお、審査に当たっては、できるだけ多くの提案を選定するため、交付対

象経費の査定・縮減を行う場合がある。 
 

Ｑ５－２ 採択に当たって、新規・継続の別や団体の種別、あるいは同一市内で複数

採択しないなどの考慮がされるのか？ 

Ａ５－２ 審査・採択に当たっては、あくまで事業内容等を審査した上で選定される

ため、特にその様な考慮はなされない。 

 

６ 手続に関する事項 

Ｑ６－１ いつから事業着手できるのか？ 

Ａ６－１ 交付決定通知以降である（５月中旬を予定）。 

ただし、計画承認通知（４月中旬を予定）後に早期着手協議書を提出の上、

早期着手承認通知書により承認された後であれば着手できる。 

【手続きのフロー図】  
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Ｑ６－２ そもそも「事業着手」とは何を指すのか？ 

Ａ６－２ 原則として“発注”を指す。ただし、委託など契約を要するものは“契約

締結”を指す。 

このため、契約締結前に必要な事務手続を進めることはやむを得ないが、

交付金事業として交付決定されなかった場合に発生する経費等は申請者が

負担することとなる。 

なお、早期着手承認日以前に契約を締結したものは、支払が早期着手承認

日以降であっても対象とならない。 

 

Ｑ６－３ 「交付対象事業の完了の日」とはいつを指すのか？ 

Ａ６－３ 交付対象事業に関する活動の最終日又は交付対象経費の支払いが全て完

了した日（領収書により確認を行う。）のいずれか遅い方の日を事業の完了

の日とする。 

     実績報告書の作成完了をもって事業完了となるのではなく、実績報告書に

記載のある活動の最終日が事業完了の日となる。 

 

Ｑ６－４ 実績報告書に添付する「活動状況」は、全ての活動日について記載するの

か？ 

Ａ６－４ 事業の実施を確認する必要があるため、全ての活動日について記載する。

また、原則として、活動日ごとに写真の添付が必要である。 

 

Ｑ６－５ 決算額が交付決定額を下回る場合、変更承認申請は必要か？ 

Ａ６－５ 実施計画書の内容から事業内容に変更がなければ、諸経費の節減等の理由

により最終的な決算額が交付決定額を下回っていても、変更承認申請書の提

出は不要である。 

ただし、交付要綱第６のとおり事業内容の変更を伴う場合は、変更承認申

請書の提出が必要である。 

 

Ｑ６－６ 変更承認申請をする場合は、どうすればよいか？ 

Ａ６－６ 交付要綱第６に定める変更をしようとするときは、当該変更が同項各号に

掲げるものに当たるかどうかについて、事前に事業担当課へ相談し、その判

断を受けられたい。 

なお、変更承認申請書の提出の場合には、変更前と変更後の内容が対比で

きるようにした、次の事業実施計画書の添付が必要である。 

・別記様式１（№１）実施計画書は、上に変更前、下に変更後の内容を記

載すること。 

・別記様式１（№３）収支予算書は、左側に変更前、右側に変更後の金額

を記載すること。 
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・別記様式１（№４）支出明細書（予算）は、変更前と変更後のものを別

に添付し、左上に【変更前】又は【変更後】とそれぞれ明記すること。 

 

Ｑ６－７ 実施要領第６第２項において「弾力的運用に伴う事業内容の変更」とは、

「交付要綱別表の「交付対象経費」欄に掲げる経費の配分の変更」とある。

交付金事業者において、事業内容の変更が交付決定額に影響がなく、交付対

象経費の配分の変更にとどまるものと判断すれば、変更申請は不要であると

考えてよいか？ 

Ａ６－７ 交付対象となる事業は、交付金事業者が応募し、県により交付決定された

ものであるから、採択された内容に従い事業を実施することが前提となって

いる。活動の回数減又はとりやめなど（緑のカーテンの実施箇所数減を含

む。）により、交付決定された事業そのものの変更をともなう場合は、事業

担当課に速やかに相談いただきたい。 

       

Ｑ６－８ 交付要綱第６の変更は、申請すれば全て承認されるのか？ 

Ａ６－８ 全ての変更が承認される訳ではない。 

交付金事業者は、交付決定の内容に従い事業を実施するものであり、新し

い事業の追加や、既存の事業に代え新たな事業を実施する変更などは認めら

れない。当初の計画どおりに事業の実施ができない場合は、事業の一部又は

全部を中止し、必要な手続きを執ることが原則であり、回数減又はとりやめ

となった活動に係る事業費を用具、用品又は機器類の購入に充てることは認

められない。 

ただし、新型コロナウイルスの感染拡大や地震・台風等の自然災害といっ

た交付金事業者の責めに帰することができない事由による変更など、認めら

れる場合もあるので、事前に事業担当課へ相談し、その判断を受けられたい

（環境学習のバスツアーを計画していたところ、新型コロナウイルス感染が

拡大したことに伴い、現地でのバスツアーを中止し、オンラインでのツアー

に変更する場合など）。  


